
令和7年2月 税・子育て (6)広 報 か い づ か

　
児
童
手
当
な
ど
の
振
込

◆
児
童
手
当

　

12
・
１
月
分
を
、
２
月
14
日

(

金)

に
振
込
み
ま
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

　

１
・
２
月
分
を
、
３
月
11
日

(

火)

に
振
込
み
ま
す
。

問
合
せ
先　

子
ど
も
福
祉
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
２
１

　
幼
児
食
講
習
会

　　

「
減
塩
に
つ
い
て
考
え
よ

う
！
～
味
噌
づ
く
り
～
」
を

テ
ー
マ
に
開
催
し
ま
す
。　

日
時　

２
月
20
日(

木)

午
前
10

時
～
午
後
１
時

場
所　

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎

３
階(
受
付
２
階)

対
象　

離
乳
食
完
了
～
就
学
前

の
子
ど
も
と
保
護
者

定
員　

10
組(
定
員
に
な
り
次

第
締
切)

参
加
費(

昼
食
代
含
む)
　

５
０

０
円(

子
ど
も
１
人
に
つ
き
２

０
０
円
追
加)

申
込
開
始　

２
月
６
日(

木)

申
込
・
問
合
せ
先　

子
ど
も
相

談
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

０
０
０

離
乳
食
講
習
会

　

聴
い
て
・
見
て
・
作
っ
て
・

食
べ
て
離
乳
食
を
体
験
で
き
ま

す
。
保
育
士
に
よ
る
保
育
も
あ

り
ま
す
。

日
時　

①
２
月
21
日(

金)

②
３

月
７
日(

金)

の
午
後
１
時
30
分

～
３
時
30
分

対
象　

①
５
～
８
カ
月
頃
の
子

ど
も
と
保
護
者
②
９
～
15
カ
月

頃
の
子
ど
も
と
保
護
者

◎
い
ず
れ
も

場
所　

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎

３
階(

受
付
２
階)

定
員　

10
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

参
加
費　

２
０
０
円

申
込
・
問
合
せ
先　

子
ど
も

相
談
課
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
０
０
０

　

楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
に
参
加

し
よ
う
！

◆
お
楽
し
み
会

日
時　

３
月
19
日(

水)

午
前
10

時
30
分
～
正
午

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

定
員　

15
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

３
月
11
日(

火)

午
後
１

時
～
電
話
で

◆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
で

♡
あ
か
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
の
ハ
ッ

ピ
ー
タ
イ
ム
♡

日
時　

３
月
21
日(

金)

午
前
10

時
～
10
時
40
分

対
象　

１
～
６
カ
月
く
ら
い
ま

で
の
子
ど
も
と
保
護
者

定
員　

７
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

３
月
12
日(

水)

午
後
１

時
～
電
話
で

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先

市
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー(

名

越
１
０
８)

☎
０
７
２
・
４
６

８
・
８
２
２
４

ひ
だ
ま
り
の
つ
ど
い
や

講
座
に
参
加
し
よ
う
！

◆G
ood S

m
ile D

ay

　

つ
ど
い
の
広
場
、
土
曜
開
催

で
す
。
ぜ
ひ
パ
パ
も
一
緒
に
遊

び
に
来
て
く
だ
さ
い
ね
♪

日
時　

２
月
15
日(

土)
午
前
９

時
30
分
～
正
午

場
所　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

ひ
だ
ま
り

◆
お
や
こ
で
運
動
遊
び
＆
ピ
ク

ニ
ッ
ク
ヨ
ガ

日
時　

３
月
８
日(

土)

午
前
10

時
30
分
～
11
時
30
分

場
所　

二
色
の
浜
市
民
の
森
広

場(

雨
天
中
止
、
中
止
の
場
合

は
当
日
午
前
９
時
15
分
頃
ブ
ロ

グ
に
掲
載)

講
師　

池
田
有
美
様(

コ
ト

モ
ッ
ト
代
表)

定
員　

12
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

２
月
21
日(

金)

午
前
10

時
～
窓
口
・
電
話
で

◎
い
ず
れ
も

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

申
込
・
問
合
せ
先　

子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り(

保

健
・
福
祉
合
同
庁
舎
２
階)

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
６

４子
ど
も
食
堂
な
ど
を
応
援

し
よ
う
！

受
付
で
き
る
も
の

①
賞
味
期
限
が
２
カ
月
以
上
あ

り
常
温
保
存
が
可
能
で
未
開
封

の
次
の
も
の

　

米(

精
米
月
か
ら
２
カ
月
以

内
の
も
の)

・
菓
子
類(

個
包
装

の
み)

・
乾
麺
類
・
イ
ン
ス
タ

ン
ト
食
品
・
缶
飲
料
・
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
飲
料
・
缶
詰
・
サ
ラ
ダ

油
・
調
味
料
な
ど

②
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
・
食
品

ラ
ッ
プ
・
紙
コ
ッ
プ
・
紙
皿
・

割
り
箸
・
使
い
捨
て
ス
プ
ー
ン

な
ど(

未
開
封
の
も
の)

受
付
日
時　

２
月
18
日(

火)

午

前
10
時
～
午
後
３
時

受
付
場
所　

市
役
所
１
階
エ
ン

ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

問
合
せ
先　

子
ど
も
相
談
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０

２
２

　

１
月
１
日
現
在
、
市
内
在
住

の
方
は
、
令
和
６
年
中(

令
和

６
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日)

の
所
得
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
場
所　

市
役
所
１
階
エ
ン

ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

①
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て

い
る
方

　

確
定
申
告
が
不
要
な
方
で
も
、

市
・
府
民
税
の
申
告
が
必
要
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

市
・
府
民
税
の
申
告
を
し
な

い
方
の
所
得
控
除
は
、
「
公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
の
記

載
内
容
の
み
の
適
用
と
な
り
ま

す
。

　

そ
の
他
、
扶
養
・
社
会
保
険

料
・
生
命
保
険
料
・
医
療
費
な

ど
の
控
除
は
、
市
・
府
民
税
の

申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
控

除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

②
申
告
の
必
要
が
な
い
方

◎
税
務
署
へ
所
得
税
の
確
定
申

告
を
す
る
方

◎
収
入
が
給
与
の
み
で
、
勤
務

先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告
書

が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

◎
収
入
が
公
的
年
金
の
み
で
、

①
の
内
容
に
当
て
は
ま
ら
な
い

方

◎
市
内
居
住
の
親
族
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
方

問
合
せ
先　

課
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
５
０

軽
自
動
車
の
譲
渡
時
な
ど

廃
車
手
続
き
は
３
月
末
ま

で
に

　

軽
自
動
車
税(

種
別
割)

は
４

月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

さ
れ
ま
す
。
次
の
場
合
は
３
月

末
ま
で
に
必
ず
廃
車
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

①
車
・
バ
イ
ク
を
売
却
・
譲

渡
・
ス
ク
ラ
ッ
プ
し
た

②
盗
難
に
あ
っ
た
・
プ
レ
ー
ト

を
紛
失
し
た(
警
察
へ
の
届
出

が
必
要)

◎
廃
車
手
続
き
を
し
な
い
と
引

き
続
き
軽
自
動
車
税(
種
別
割)

が
課
税
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ
先　

課
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
５
４

申
告
と
納
税
は

お
早
め
に
！

申
告
・
納
付
期
限　

①
所
得
税
な
ど

３
月
17
日(

月)

②
消
費
税
な
ど

３
月
31
日(

月)

③
贈
与
税　

３
月
17
日(

月)

問
合
せ
先　

岸
和
田
税
務
署

☎
０
７
２
・
４
３
８
・
１
３
４

１

軽自動車
(三輪・四輪)

自動二輪車
(125ccを

超えるもの)

原動機付自転車
(125cc以下)

小型特殊自動車

軽自動車検査協会
和泉市伏屋町１-13-３
☎050－3816－1842

和泉自動車検査登録事務所
和泉市上代町官有地
☎050－5540－2060

市役所課税課
☎072－433－7254

種　　類 廃 車 手 続 先

２月17日(月)～
　　３月17日(月)
午前８時45分～
　　午後５時15分
　　(土・日・祝日除く)

市・府民税の申告

ホームページ

子
育
て

　大人だけの座談会で子育てについ
て語りませんか。オンライン(zoom)
でも参加できます。申込は不要です。

日時　２月21日(金)午後８時～９時
対象　子育て中の方
参加方法　①直接会場②オンライン
(ミーティング ID: 832 0302 3484　
パスコード: yell2025)
※オンラインの場合は、名前をご自
身の名前に変更してご参加ください。
場所・申込・問合せ先　
つげさん広場コミュニティースペー
スえーる(近木町４-１)☎ 0 7 0ー
5041ー2567(平日午前10時～午後３
時)

税

詳しくは、ホームページでご確認いただくかお問合せください。参加費や費用などの記載のないものは無料です。

教室照度について
　日照時間の短い秋・冬期に貝塚市学校薬
剤師会では公立の幼稚園・小学校・中学校
で教室の照度検査を実施しています。
　学校における照度については作業内容により文部科学省に
よる基準が定められており、教室および黒板の照度は500ル
クス以上が望ましいとされています。
　今日ではコンピュータ設置教室だけではなく普通教室でも
タブレットの使用が進んでおり、明るさの確保は非常に重要
です。
　コンピュータ教室では画面のコントラストのため暗幕を使
用している学校がほとんどですが、これでは机上の照度が低
くなる場合があります。このような場合は補助ライトを使用
するなどの助言を行っています。また黒板の外側15度以内の
範囲に強い光源があるとまぶしさが生じるため採光の状態な
ども併せて調査しています。
　学校の照度について疑問や意見がある場合は、地域の学校
薬剤師にお尋ねください。

貝塚市薬剤師会
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～大人だけの座談会～
ナイトえーる

★
★ ★

★

★ ★

めぐりつながりあい事業

広告


